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開会時刻 午後１時 

 

 ただいまから、令和４年第１１回教育委員会定例会を開催します。 

 本日は１名の方から傍聴の申出がありますが、許可してよろしいでしょう

か。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

それでは、傍聴人の方の入室を許可します。 

日程第１、署名委員を決定します。平井委員と庭野委員にお願いします。 

 続いて、日程第２、議案の審議に入ります。 

はじめに、審議の進め方についてお諮りします。 

第２４号議案、「教職員の人事について」を審議いたしますが、本議案は、

人事に関する案件であることから、江戸川区教育委員会会議規則第１３条 

に定める秘密会として審議したいと思います。 

この発議に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

〔賛成者挙手〕 

 

賛成多数と認めます。これより会議は秘密会となります。 

それでは、傍聴人の方は退出願います。 

なお、秘密会終了後の再入室は可能です。 

 

〔秘密会〕 

〔秘密会終了〕  

〔傍聴人入室〕 

 

続いて、日程第３、教育関係事務報告にまいります。 

はじめに、「教育委員会後援名義の使用承認について」事務局から説明を

お願いします。 

 

千葉商科大学より令和４年９月３日（土）及び９月４日（日）に大学構内

において実施するキッズビジネスタウンいちかわについて、後援名義の使用

の申請がございました。このイベントは働くことの大切さや喜び、楽しみを

知り、一人ひとりの働きが社会を形成している要素であることを理解するこ
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となどを目的として、平成１５年度から千葉商科大学が開催している幼児小

学生向けのイベントでございます。江戸川区の小学生も参加しており、平成

３０年度には小学生が４０名弱参加しております。ちなみに、平成３１年度

から令和３年度は中止となっております。 

イベントの具体的な内容は、仮想のまち、キッズビジネスタウンいちかわ

の中で、子どもたちが各々やりたい仕事を選び、そのまちの中だけで通用す

る通貨により、給料を受け取り、自分が働いて得たお金で買い物などをする

というもので、運営は大学生が中心となって行います。このイベントにつき

まして、昨年度までは中止となっておりましたが、これまでも教育委員会に

おいて後援名義の使用を認めていただいてきたものでございます。子どもた

ちに働くことを通じて社会の仕組みを理解してもらうことを主目的として

いることから、事業内容が明らかに教育に寄与するものでございます。 

また、これまでも区内全小学校に案内されており、実際に区内の様々な小

学校の児童が参加していることからも区内全域に及ぶ規模のイベントとな

っております。新型コロナウイルス感染症対策につきましては、換気や消毒、

ビニールカーテンの設置、マスクの着用以外に参加者数を例年の半分以下に

絞って密が生じないようにする、イベント当日までの２週間の検温記録の提

出を求める。食事ができる場を提供しないなどの十分な対策が講じられてい

ると考えます。 

以上のとおり、事業内容の性質、感染症対策への取組み、これまでの経緯

から今年度につきましても後援名義の使用を承認していただきたいと考え

ているところでございます。本件につきまして、ご審議のほど、よろしくお

願い申し上げます。 

 

この件に関しまして、何か質問、意見などございますか。 

 

これはキャリア教育ということで位置づけられたものですね。小学生とい

の対象学年について教えていただきたいのが一つ。もう一つは、ブースがい

くつか設けられると思うんですけれども、そのブースにはどんな職種のもの

があるのでしょうか。例えば、銀行や証券会社、コンビニなど、どんなもの

があるかお分かりでしょうか。 

 

まず対象は市川市をはじめとする近隣の小学生ということですので、特に

学年等の指定はございません。そして、ブースについては詳細がすぐにはわ

かりません。 



 No. 3  

江戸川区教育委員会議事録用紙 

 

教 育 長 

 

庭 野 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

庭 野 委 員 

 

 

 

教 育 長 

 

庭 野 委 員 

 

飯田教育指導

課 長 

 

 

教 育 長 

 

あとで分かればご連絡していただいて。 

 

例えば、品川区のように小学生向けと中学生向けの施設がそれぞれあり、

年間を通してキャリア教育をしているところもあります。今、消費者教育と

も言われていますけれども、被害に遭わないように、あるいは自分でちゃん

と計画してできるように、株なんかも今すごい乱高下していますけれども、

株式をやるということも小学校、中学生のうちからやって、どういう仕組み

なのかなということを体験するという、そんな施設ができているんですね。 

きっとこのビジネスタウンいちかわの中にもあるのではないかなと思い

ますので、いい学習になると思います。学年も絞っていないということは、

さらに私はすばらしいことだなというふうに思いました。 

 

ちょっと調べたところ、書いてあったのはハローワークがあるようです。

ハローワークがあり、仕事を紹介してもらい、仕事をしたら銀行に行くとい

うので、銀行もあるようです。銀行があり、またさらに違う仕事をしたい場

合は、ハローワークで仕事を見つけてまた違う仕事をすると。そして、何か

つくるものもあるようで、製品をつくる過程を知ったり、つくる楽しさ、ま

た売る楽しさ、それから、商品の仕入れや販売の仕組みや流通の働きを知る

ということもあるので、全体的にいろいろと用意されているようなことはこ

ちらから窺い知れます。 

 

品川区の場合もすべてのショップというかブースにユニフォームが全部

ありまして、例えばコンビニのブースではコンビニの制服に、自動車のブー

スでは自動車会社の制服になっていました。 

 

なかなかいい企画ですね。江戸川区で考えていくとしたらどうでしょう。 

 

これ、学区単位でいくといいかもしれないですよね。 

 

江戸川区の中で申し上げますと、一つは産業部門というところで経済産業

部というところがございますし、その他ですと、経営企画部などで考えられ

るかなとは思います。 

 

今、いろいろ区の活性化について検討したりもしているから、その辺また
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どこかで話などしてみたいと思います。ありがとうございました。 

ほかございますか。 

 

なるべく江戸川区の子どもたちには行ってほしいなと思います。中学生は

職場体験がありますが、小学生はなかなか体験できないと思うんです。こう

いう場が江戸川区にもあればいいかなというふうには思います。 

 

ほかになければ、ただいまの報告事項を了承いたします。 

次に「いじめ電話相談（令和４年度５月分）について」事務局から説明を

お願いします。 

 

５月につきましては、同じ方が２回かけてきたということがございまし

て、８件９回となってございます。相談の内訳でございますけれども、主訴

としましては、暴力が４、無視が２、言葉による直接のものが５、言葉によ

る間接的なものが２、その他が２となっています。架電者別に見ますと、９

回とも母親からとなっております。 

 

この件に関しまして、何か質問、ご意見いかがでしょうか。 

 

件数についてお伺いするんですけれども、４月は電話がなかったんですけ

れども、５月になって８件ということですので、何か急に入ってきたかなと

思います。例年はいかがでございましょうか。同じような傾向でしょうか。 

 

昨年度は４月、５月はゼロ件でした。６月に５件、８回。１年間で１４件。

計１７回でございます。昨年度につきましては、４月、５月はゼロ件。６月

は５件、７月は１件でした。 

 

この数字だけだと何とも判断できませんが、電話がしやすい何かそういっ

た環境があったのかな、あるいはそういった周知がされていったのかなと思

いますので。いい相談窓口ができているなという証にもなるんじゃないかな

と思います。 

 

ほかいかがでしょうか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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それでは、ほかになければ、ただいまの報告事項を了承いたします。 

次に、「第２４回自然体験教室の実施について」、事務局から説明をお願い

します。 

 

こちらは、区内在住の不登校または不登校傾向にある小学４年生から中学

３年生までの児童生徒を対象にしております。茨城郡城里町で実施しており

ます自然体験教室でございますけれども、今年度は７月２６日（火）から７

月２８日（木）までの二泊三日を予定してございます。昨年度はコロナの影

響により、一泊二日の開催といたしましたが、今年度はこれまで同様、通常

の二泊三日で予定しているというところでございます。 

 

この件に関しまして、何か質問、意見などございますか。 

 

今のお話の中で、お声がけする方は不登校、または不登校傾向である児童

等となっていますけれども、子どもに対する周知の仕方というのは、どのよ

うにされているか教えていただいてよろしいですか。 

 

基本的に教育研究所で相談を受けている先生と保護者の方にチラシをお

配りする。それから、学校サポート教室または学校におきまして、該当者に

チラシを保護者にお渡しするよう校長会等で周知しております。 

 

ありがとうございます。今回の江戸川区としてひきこもりの調査というこ

とで、大々的に発表されたかと思うんですが、そういった方々へも行き届く

というところで理解してよろしいでしょうか。 

 

ひきこもりは学歴以外も含めてですので、こちらのひきこもりというのは

不登校の児童・生徒の一部がひきこもりでございまして、不登校児童・生徒

の中には勉強はしたいけれども、学校に行けないという子がおります。そう

いう子は学校サポート教室等に通っております。基本的に学校に来れない子

どもにつきましては学校で把握しておりますし、その子どもたちに対しては

担任、または学校の教員、スクールカウンセラー等で訪問等も行っておりま

すので、周知はされている状況でございます。 

 

ありがとうございました。 
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ほか、いかがでしょうか。 

 

こちら募集人員２０名とありますが、これ例年どのくらいの人数が実際集

まっているのか、２０名というのは多いのか、少ないのか、どういう認識か

教えていただきたいと思います。 

 

昨年度につきましては、去年は８名です。その前の年は中止で、令和元年

は１９人です。今回は２０名ですけれども、密を避けるというところで、こ

れまで宿泊は３、４人が入れるテントを借りて泊まっていたんですけれど

も、例年と違った形でバンガローを借りまして、２、３人ずつぐらいで考え

て、２０人が定員となります。そのため、２０人を超えた場合は、一つのバ

ンガローの人数が増えてしまうので、そこは調整というところで今予定をし

ているところです。 

 

私が教育委員のときにも発言したんだけれども、今年は無理ですけど、来

年あたり教育委員で見学に行って様子を見てみることも必要だと思うんで

す。来年度考えてみてください。 

  

行く子どもについては分かったんですけれども、引率指導者については、

学校サポート教室の先生方でしょうか。それともほかに募集をして学生等が

いらっしゃるのでしょうか。 

 

基本的に学校サポート教室の職員でございます。また、教育研究所の職員

が中心となって引率または運営を行います。ちなみに食事についてですが、

新型コロナの感染も考慮して、本来はカレーをみんなでつくるのですが、今

回は、カレーを職員がつくるのを周りで見ていてできたのを食べる形です。

あとは、朝ごはんなどお弁当ということで予定してございます。 

 

第２４回ということで記載がありますけれども、参加した方のお声とか紹

介していただけるものがあれば、あとで教えていただきたいと思います。 

 

冊子でまとまっていますので、のちほどご報告いたします。 
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ほかになければ、ただいまの報告事項を了承いたします。 

以上をもちまして、令和４年第１１回教育委員会定例会を終了します。 

 

閉会時刻 午後１時２７分 

  

 

  

 

 

 

 

 


